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鉄道用磁界測定向け技術仕様 IEC 62597 の国際規格化
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　Recently, IEC/TS 62597:2011 : Technical Specification of“Measurement procedures of magnetic field levels gener-
ated by electronic and electrical apparatus in the railway environment with respect to human exposure”is revised and 
becomes  an International Standard in 2019. In this report, we describe this International Standard itself and its revi-
sion process emphasizing on the differences between the International Standard and the Technical Specification. 
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１．はじめに

　鉄道環境下の磁界に関する測定方法を記載した技術仕

様書 IEC/TS 62597:2011 の出版以降，本技術仕様書（以

下 TS と省略）が国内外の鉄道事業者の鉄道環境下にお

ける磁界測定のよりどころとなってきた。ところで本

TS の改定について関係国のコンセンサスが得られ，国

際規格 IEC 62597:2019“Magnetic field levels generated 
by electronic and electrical apparatus in the railway envi-
ronment with respect to human exposure - Measurement 
procedures”「鉄道環境における電子及び電気機器によ

る磁界レベルの人体ばく露に関する測定手続き」が昨年

発行された１）。本稿では，TS からの改定部分を中心に

本国際規格（以下 IS と省略）の概要およびその内容に

ついて概説する。

２．低周波磁界のガイドラインと測定規格

　本章では低周波磁界のガイドラインと測定規格全般に

ついて述べる。

2. 1　低周波磁界のガイドライン

　WHO（国際保健機関）等の詳細な評価を含むこれま

での研究調査で，低周波磁界のばく露が生体の神経系へ

の刺激等の作用（いわゆる短期的影響）を有することが

明らかとなり２），その大きさを管理することが勧告され，

その指針が ICNIRP（国際非電離放射線防護委員会）や

IEEE（米国電気電子学会）により定められた３）４）（他方

100kHz 以上の高周波磁界には熱的影響の観点からガイ

ドラインが定められている）。本来評価すべき条件（基

本制限）は体内の誘導電界であるが，これは測定が困難

であるため，このガイドラインでは測定可能な物理量に

対して上記の誘導電界が余裕を持って収まる「参考レベ

ル」を設け，通常は参考レベルにより評価することとし

ている。ガイドラインには一般公衆向けと職業人向けが

それぞれあるが，図 1 に ICNIRP による一般公衆向けの

参考レベルを示す（この参考レベルは本来 300GHz まで

を対象とするが，ここでは本規格 IEC 62597:2019 で必

要となる 20kHz までの部分を示す）。これらの基本制限

やガイドラインを法的に強制するかどうかは，各国の判

断に委ねられている。国内については上記 ICNIRP ガイ

ドラインに基づき一般電力設備および鉄道用電力設備に

ついて50,60Hzで0.2mT以下という規制値が存在する５）。

　参照されるべきガイドライン（参考レベル）を用いて

管理するためには，対象となる物理量（この場合磁束密

度）を測定する手続きを定める必要がある。その役割を

果たすのが本稿で扱う測定用規格類である。

図１　ICNIRP ガイドラインの参考レベル（一般公衆向

け）３）

2. 2　低周波磁界の測定に関わる規格

　規格制定の役割を担う国際機関として IEC（国際電気

標準会議）があり，そこで制定された規格類は一部 JIS

解 説
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にも反映されている。人体防護に関わる低周波磁界の測

定に関して，どの分野の測定にも共通する基本要件を扱

うものとしては，IEC 61786-1:2013, IEC 61786-2:2014
（「人体ばく露を考慮した低周波磁界および電界の測定」）

がある６）７）８）。この規格に基づき，低周波磁界の測定

について鉄道を含む各分野・業種毎にその特殊性を考慮

した個別規格類がさらに作成されており，鉄道以外にも

電力設備や家電及び電磁調理器，非接触給電装置等に

向けた個別の規格類がある。本稿に関係するものとして

は，IEC 62110:2009（「交流電力システムから発生する

電界及び磁界の強さ」）があげられる９）。これらを表 1
にまとめて示す。鉄道の低周波磁界測定に関しては IEC 
61786-1:2013, IEC 61786-2:2014 を参照しつつ，本稿で

解説する IEC 62597:2019 を主として利用することとな

るが，一部（電力関係等）は IEC 62110:2009 も用いる

こととなる（経緯については後述）。

表１　低周波磁界の測定法に関する主な国際規格

2. 3　IEC/TS 62597:2011 改定の経緯

　IEC/TS 62597:2011 は制定後，国内外の鉄道環境にお

ける磁界測定の基本文書として活用されてきたが，関係

者のコンセンサスが得られず両論併記の部分があったた

め IEC のルール上 TS という位置付けにされていた。と

ころが制定後 6 年を経た 2017 年頃，本 TS を IS に改定

するか廃止となるかの選択を迫られることとなった。国

内では本 TS が既に普及しており，廃止ではなく IS 化

が望ましいとの合意が関係者間に存在した。そこで IEC
の国際審議に備えるべく，国内委員会が鉄道国際規格セ

ンターを事務局として設立され，3 か年に亘る活動の結

果，前述のように 2019 年に IS として発行される運びと

なった。以下に，本規格の内容と TS からの改定内容を

記す。

３．国際規格化された IEC 62597:2019 の内容

　TS 制定時，主要審議メンバーである日本と欧州の間

で車内測定点の配置方法（後述する容積測定法と表面

測定法），使用可能な測定器（フラックスゲート式を認

めるかどうか），鉄道の電力関連設備に関連する測定の

整理方法（IEC 62110:2009 の取り扱い）などに関して

意見の相違が存在し，TS 内では両論併記の処置が取ら

れた。IS 化にあたってはこれらの相違への対処方が重

要であり，IS 化による改定の結果が国内関係者の不便

及び不利益とならないことを念頭に IS 化に臨むことと

なった。この規格には一般公衆向け記述と職業者向けの

記述があるが，以下は一般公衆向けについて述べる。な

お本 IS は対応する欧州規格 EN 50500:200810）がベース

となっており，付属文書 B, C の部分を除く本 IS を満た

せば基本的に EN 50500:2008 の要件も満足することと

なる。

3. 1　IEC 62597:2019 の全体構成

　IEC 62597:2019 の全体構成とその概要を表 2 に示す。

扱う周波数は鉄道環境下では高周波磁界はあまり見られ

ないことを考慮し 20kHz までである。

表２　IEC 62597:2019 の全体構成

（鉄道国際規格センター HP11）より抜粋し内容を追加）

3. 2　測定点（車両）

　車内測定点として欧州側は高さ 0.3m,1.0m,1.5m で測

定を行う容積測定法を，日本側からは車内床表面，高さ
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0.5m,1.0m,1.5m を測定点とする表面測定法を提案した

が，協議の結果欧州案が国際規格として採用されること

となった。車内測定点としては従前から欧州提案測定点

での評価も並行して実施されており，この変更による影

響は大きくないと考えられる。なお測定位置は床下磁界

源から遠ざかる方向であり，本変更により 2.1 節で述べ

た基本制限／参考レベルの遵守は容易になる方向である

と考えられる。車内の測定位置を図 2 に示す。

図２　IEC 62597:2019 の車内の測定箇所（一般公衆）

3. 3　測定点（地上設備）

　鉄道用送配電設備に関係する測定については，国

内では経産省管轄の一般電力用送配電に関する別 IS 
（IEC 62110:2009）の規定をこれまで準用していた。一

方で本 IS のベースとなった EN 50500:2008 では鉄道

用送配電設備の測定方法として別の規定を定めてい

た。TS が IS 化される過程で，IS の本文においては EN 
50500:2008 ベースの記述となっているが，附属書 C で

IEC 62110:2009 を準用している国（日本等）においては，

それを認める旨が記載されている。具体的には本 IS の

本文中の記載では水平方向距離が 0.3m であるが付属書

C による場合は 0.2m であること，測定高さなどが相違

点となる。

　沿線での測定は線路中心から 10m ないし 3m での測

定ということになっている。しかしこの規定はヨーロッ

パでの測定の実態に合わせたもので，密集地を鉄道路線

が通る日本国内の実態には合っていない。そこで附属書

C において敷地境界（フェンスなど）から 0.2m 離れの

点での測定に依ることができるように記述されている。

　ホームでは，ホーム端からの水平方向距離は 0.3m で

あるが，高さについては規格書本文と附属書 C で若干

異なる。なお踏切や跨線橋などでの測定の規定もある。

　以上国内鉄道事業者は，過去の測定データを本 IS に

適合したものと見なせると同時に，今後もこれまで通り

の測定を実施することが可能であり，過去の測定データ

との連続性を今後も担保することができる。

3. 4　測定機器

　鉄道車両から発生する磁界は一般の電力設備等から

発生する磁界とは異なり，様々な周波数成分が含まれて

いると考えられる。そのため，適切な磁界センサを選ん

で測定を行う必要がある。低周波磁界を測定するため

のセンサは多種多様なものがあり，それぞれ測定可能な

周波数帯域やダイナミックレンジが異なるため，その測

定の目的に応じて使い分けることとなる。鉄道の低周波

磁界測定を想定した場合 IEC 61786-1:2013, IEC 61786-
2:2014 を満足することが前提となるが，表 3 の 3 方式

が実績もあり候補となるものである。いずれも直交する

3 軸センサであることが必要条件となっている。鉄道で

観測される周波数帯域の内，ホール素子は直流磁界（低

周波側）に，サーチコイルセンサは高周波側の磁界測定

に適している。そのため鉄道の磁界測定においては，両

者を併用する必要がある。他方フラックスゲート式は直

流から高周波側まで鉄道における測定で必要な周波数帯

を満遍なく 1 台で測定できるという特徴がある。

　欧州側はサーチコイル型磁界測定器（交流磁界）とホー

ル素子型ガウスメータに代表される直流磁界測定器の組

み合わせを，日本からは交直磁界とも国内で実績豊富な

フラックスゲート型測定器を提案した。この結果規格書

本文では欧州案が採用されたが，付属書 B 内でフラッ

クスゲート型測定器が使用可能であることが明記され，

これまで通り使用可能である。

表３　種々の測定センサ（代表的なもの）

3. 5　測定データ処理

　測定した結果に対する評価方法については，直流磁界

と交流磁界に分けて記されている。

・直流磁界：3 軸の合成磁束密度の大きさを評価

・交流磁界：周波数領域法，あるいは時間領域による

　直流磁界については 3 軸の合成値のみを評価するが，

交流磁界については 2 通りの方法が示されている。一般

的には簡便な周波数領域法 12）13）で評価されることが多

いが，同評価は位相成分を無視しいているため安全側の

評価（磁界を大きめに評価）になる場合があり，時間領

域法４）の方はこの欠点がないとされている。表 4 に両

方法の特徴をまとめる。
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囲
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ホール素子セ
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0.01mT～
10T

サーチコイル
センサ

5Hz～数
MHz

0.0001mT
～0.1T

フラックス
ゲートセンサ

DC～
40kHz

0.001mT
～2mT  
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図２ IEC 62597:2019の車内の測定箇所（一般公衆） 
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表４　周波数領域法と時間領域法の比較

　なお対象とする周波数範囲は，鉄道環境で想定される

DC ～ 20kHz となっており，これまでの TS と変わらな

い。ただし 1Hz ～ 5Hz の周波数範囲は測定から除外し

てもよいことになっている。これは上記測定機器の内，

交流にサーチコイルタイプの磁界測定器を用いる場合

にこの周波数帯域が測定し難いことに対応したものであ

る。この帯域の周波数は鉄道には存在しないため除外し

てもよい旨が述べられているが，附属書 B にもあるよ

うに本の規格の適用が想定される LIM（リニアインダ

クションモータ）を応用した鉄道などでは本周波数帯も

想定されるので，そのような場合は本周波数帯も含めて

測定することが望ましい。日本から提案したフラック

スゲート式磁界測定器であれば，この帯域の磁界も含

め DC から 40kHz までシームレスに測定することがで

きる。

４．おわりに

　鉄道車両に関する低周波磁界の測定規格について

は，国際的な低周波磁界に対する取り組みを受けて，

この 10 年間で大きく整備が進められ，本稿の IEC 
62597:2019 の国際規格化をもって一先ずの区切りを付

けることとなった。本 IS の改定にあたっては従来の TS
時代の国内での測定実態と齟齬を来さないよう配慮しつ

つ進めたため，国内の規定類の改定の必要性は大きくな

いと考えられるが，JIS（JIS E4018:2012）14）について

は TS に基づいた内容となっているため本 IS に対応し

た改定等が予想される。

　なお本 IS 化にあたり国内委員会の北野主査，田代委

員をはじめとした多くの方の貢献があったことをここに

付言する。
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